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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２４年８月２３日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２３年７月１７日（日） ０９時１６分ごろ 

発生場所 兵庫県姫路市妻
め

鹿
が

漁港沖防波堤西端付近 

 妻鹿漁港東防波堤灯台から真方位２０１°２２０ｍ付近 

（概位 北緯３４°４６.２′ 東経１３４°４２.２′） 

事故調査の経過  平成２３年１２月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 蛭子
えびす

丸、１１.０トン 

   ＨＧ２－５２４３（漁船登録番号）、個人所有 

   １６.５０ｍ（Lr）×３.８０ｍ×１.３７ｍ、軽合金 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数１３０、平成３年１１月３日 

Ｂ モーターボート ＴＷＯ
ツ ー

 ＲＩＶＥＲ
リ バ ー

、５トン未満 

   ２６０－２８０４０兵庫、個人所有 

   ５.６０ｍ（Lr）×２.３５ｍ×１.２７ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、１２８.７kＷ、平成３年４月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６２歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５１年７月１６日 

免許証交付日 平成２０年８月４日 

           （平成２５年１０月１２日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ４６歳 

   一級小型船舶操縦士 

免許登録日 平成１６年１１月１９日 

免許証交付日 平成２１年１１月４日 

           （平成２６年１１月１８日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部に擦過傷 

Ｂ 船首部に破口 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａほか４人が乗り組み、平成２３年７月１７日０９時１０

分ごろ妻鹿漁港の係留地を出港し、船長Ａが右舷側にある操縦席に腰を掛

けて手動操舵に当たり、約７ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）

で同漁港の港口に向けて航行した。 

 船長Ａは、港口の防波堤間を通過する際、右舷側の姫路市灘浜大橋が架

かる水路（以下「灘浜水路」という。）及び左舷側の妻鹿漁港沖の沖防波堤
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の北側水路に他船を認めなかったので、約１５kn に増速して沖防波堤西端

付近に向けて南南西進した。 

 船長Ａは、妻鹿漁港に頻繁に入出港しており、沖防波堤の北方を西進し

て灘浜水路に向かう船舶をよく見掛けていたが、沖防波堤の南方沖を西進

する船舶を余り見掛けたことがなかったので、沖防波堤の南方沖を西進す

る船舶はいないものと思い、船首方の見張りを行いながら航行した。 

 船長Ａは、沖防波堤西端付近を通過した０９時１６分ごろ、船首部に衝

撃を感じ、Ｂ船と衝突したことを知った。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者３人を乗せ、０９時００分ご

ろ姫路市的形
まとがた

川左岸にあるマリーナを出航して姫路市姫路港東第１区に向

かい、船長Ｂが右舷側にある操縦席に腰を掛けて手動操舵に当たり、時速

約４０～５０kmで灘浜水路に向けて西北西進した。 

 船長Ｂは、沖防波堤の南東方沖に接近したとき、時速約２０～３０km に

減速して沖防波堤の南方１００ｍ付近を西北西進し、沖防波堤に隠れて右

舷側の妻鹿漁港の港口を視認することができなかったので、同港口から出

航する船舶があることに注意が向かず、船首方の灘浜水路の状況に注意を

向けて航行した。 

 船長Ｂは、船首方の灘浜大橋上で約３～４人が釣り竿を出して釣ってい

るのを認めたので、垂れ下がっている釣り糸を探すことに注意を向けて航

行中、０９時１６分ごろ、沖防波堤西端付近を通過したとき、右舷船首方

至近にＡ船を認めて左舵一杯としたが、Ｂ船の船首部とＡ船の左舷船首部

とが衝突した。 

 両船は、乗船者及び損傷の状況を確認したのち、自力航行して妻鹿漁港

に入港し、海上保安庁に事故の発生を通報した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 東南東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

 その他の事項  沖防波堤は、妻鹿漁港の港口の南南東方約１６０ｍの付近から真方位約

２５３°方向に延びる長さ約１６０ｍ、幅約５.５ｍ及び天端
てんぱ

高約４.４ｍ

の防波堤であり、平成１９年末に着工して平成２２年１０月３１日に完成

した。また、沖防波堤の南側約２０～３０ｍには、沖防波堤に沿って潜堤

が築造されていた。 

 船長Ｂは、以前、本船で姫路港東第１区においてウェイクボードを引い

て遊走したことがあったが、本事故当日は姫路港東第１区に向けて遊走し

ようとして約２年ぶりに出航した。 

 船長Ｂは、約２年前に妻鹿漁港の南方沖を航行した際には、沖防波堤が

築造工事中であったので、同漁港の港口から出航して来る漁船などを視認

することができた。 

 Ａ船及びＢ船の乗船者は、全員が救命胴衣を着用していなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、妻鹿漁港の沖防波堤西端付近を南南西

進中、船長Ａが、沖防波堤の南方沖を西進する船

舶はいないものと思い込み、見張りを適切に行っ

ていなかったことから、沖防波堤西端付近の南方
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沖を西北西進中のＢ船と接近していることに気付

かずに航行し、Ｂ船と衝突したものと考えられ

る。 

 Ｂ船は、沖防波堤西端付近を西北西進中、船長

Ｂが、船首方の灘浜大橋上から垂れ下がっている

釣り糸を探すことに注意を向け、見張りを適切に

行っていなかったことから、妻鹿漁港の港口を通

過して沖防波堤西端付近を南南西進中のＡ船と接

近していることに気付かずに航行し、Ａ船と衝突

したものと考えられる。 

 船長Ａ及び船長Ｂは、沖防波堤によって互いに

近距離に接近するまで相手船を視認することがで

きなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、妻鹿漁港の沖防波堤西端付近において、Ａ船が南南西進中、

Ｂ船が西北西進中、両船船長が見張りを適切に行っていなかったため、両

船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・見通しが悪い防波堤先端付近では、他船と出会った場合、衝突を回避

することが困難な状況になることがあるので、減速し、見張りを適切

に行うこと。 

 




